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令和3年に、民法・不動産登記法の改正等が行われました。この改正が
どのような内容であるのかをまず全体としてお話しします。また、時間
があれば、相続土地国庫帰属法や相隣関係の改正についても話題提供す
ることを考えています。

改正の概要
（司会）広島大学教授 堀田親臣

夫婦、共同相続、組合など、数人が物を一緒に所有する場合、身近なと
ころで共有関係が発生しています。特に、土地・建物の利用及び管理な
どについては、共有者間の意見調整や利害関係が衝突することも多く、
そのときに民法上のルールがもっとも重要視されます。令和３年法改正
により、所有者不明土地問題の解決との関係で、民法上の共有に関する
規定にも変化があり、共有不動産の円滑な利活用のための方策が図られ
ています。本公開講座では、共有者として知っておくべき新しいルール
をわかりやすく紹介しようと思います。

改正法における共有者間の利害調整のルール
広島大学准教授 金ミンジュ

公共工事等の対象地に所有者不明土地があるときはどうするか。土地は
憲法29条で財産権として保障されています。土地収用法には不明裁決を
して土地を取得する制度がありますが、今回の改正ではどんな場合に適
用されるのか。なぜこんなに沢山の不明土地が発生するのでしょうか。
後で真の所有者が現れたときはどうなるのでしょうか。その発生を防止
するためにどのような制度が望ましいのでしょうか。

財産権の保障と所有者不明土地関連法の意義と課題
広島大学名誉教授 鳥谷部茂

令和3年民法改正 相続登記義務化 相続土地国庫帰属法
司法書士 笹井貴宏

所有者不明土地に起因する、その発生予防と土地利用の円滑化の両面か
ら見直しをされた令和３年法改正ですが、相続土地国庫帰属法は令和５
年４月に施行され、相続登記義務化は令和６年４月に施行予定です。身
近な相続にまつわる法律が施行されるなか、実務ではこれまでどうだっ
たのか、今後どう変わっていくのか、わかりやすく解説したいと思いま
す。


